
博士論文の全文を公表できない場合のガイドライン 
 
 
 「博士論文のインターネット公表に関する確認票」に記した理由により、博士論文の全文

を公表できない場合、「博士論文の内容を一部除外したもの」等を公表することになります。 
 以下のガイドラインに従って、差し支えない範囲において可能な限り多くの学術成果を

インターネット公表するようにしてください。 
 
① 著作権にかかわる図版があるために全文公表ができない場合は、その図版のみ非公開と

し、それ以外の部分は可能な限り公表する。 

② 著作権の使用の不承認があるために全文公表ができない場合は、その旨記述し、それ以

外の部分は可能な限り公表する。 

③ 個人情報保護の観点から問題があるために全文公表ができない場合は、その旨記述し、

それ以外の部分は可能な限り公表する。 

④ 主論文に含まれる学術論文について、インターネットでの公開に対する学術雑誌または

出版済みの書籍の出版社から使用承認が得られないために全文公表ができない場合は、

その旨記述し、当該部分の掲載雑誌名、巻号、ページ数等を明記することによって読者の

便宜を図るとともに、それ以外の部分は可能な限り公表する。 

⑤ 特許申請がかかわるために全文公表ができない場合は、その旨記述し、それ以外の部分

は可能な限り公表する。 

⑥ 博士論文の全部または一部が、単行本もしくは雑誌掲載等の形で刊行されるために全文

公表ができない場合 
(1) すでに出版されている場合は、その旨記述し、刊行された著作の書誌事項を記載する

ことによって、読者の便宜を図る。 
(2) すでに出版契約がされている場合も、上記(1)と同様。 
(3) 博士論文の一部をこれから刊行する場合は、当該部分にその旨記述して削除のうえ、

それ以外は可能な限り公開する 
(4) いまだ出版契約に至らないものの、近い将来において刊行される期待があるものにつ

いては、論文の内容の要約を公表する際に、「□年以内に出版予定」（□は研究科ごとに

定めている猶予期間の上限。最長は学位授与日から５年）と記すこととし、刊行に支障

が生じない範囲において公表する。 
 


